
 

議員提出議案第６号 

   会議規則の一部を改正する規則 

 上記の議案を提出する。 

  平成27年３月27日 

            提出者 

６番 峯 岸 良 至 ２２番 大 高   拓 

２４番 平田 みつよし ２５番 筒井 たかひさ 

２９番 上 村 やす子 ３０番 三小田 准 一 

３１番 中 村 しんご ３２番 荒 井 彰 一 

３３番 上 原 ゆみえ ３４番 出口 よしゆき 

３５番 安 西 俊 一 ３９番 米 山 真 吾 

  秋 家 聡 明  殿 

 

（提案理由） 

 平成27年第２回定例会から速記者を廃止することに伴い、規定の整備をする必要がある

ので、本案を提出いたします。 

 

   会議規則の一部を改正する規則 

 会議規則（昭和34年３月30日議決）の一部を次のように改正する。 

 第118条第２項中「速記法によって速記する」を「議長が適当と認める方法によって記

録する」に改める。 

   付 則 

 この規則は、平成27年４月１日から施行する。 


